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第 1号様式

長 岡 市 長 森 良夫 様

平成 25年 4月 26日

〒 91419 5141115

代表 者___区長__鷲頭__隆=________
平成 25年度 長岡市地域 コミュニティ事業補助金交付 申請書

平成 25年度 長岡市地域コミュニティ事業補助金の交付を受けたいので、次のとお り申請します。

業事 名 岩田神社山麓を桜とモミジの公園に !事業

事 業 概 要

【目的】

岩田神社は、138段を登った高所で越後平野一望の絶景を展望できる。

平成 16年の中越地震で、この神社及び山麓の樹木が伐採され、荒れ地と化してい

るので、空き地となった民地について、所有者の了解を得て、地域の公園となるベ

く整備する。

【内容】

・地面の凹凸を平らにならす
。地震で伐採された巨木の放置を除去する
。桜 20本、モミジ 10本を岩田区民で植樹する
。植樹後の樹木の管理及び整備した空き地の管理は、岩田区民で行う。

・近い将来、区民の花見大会の計画をする

補 助 申 請 額 下記 (F)の額を記入 5 0 0 0 0 0 円

補 助 申 請 額

算 出 の 基 礎

支出の部合計ω 補助対象外経費0) 補助対象経費(C)

834,000円 140,000円 694,000円

事業を実施することによって得られる収入

のうち、補助対象経費に充てるもの

(C)―①)=補助金算出対象額  鋪 助豹

特定財源①)

補助金額 (E)

694,000円

3炒
補助金額 (E)の千円未満切 り捨てた額

※金額の上限は50万円です

500,000円

(F)

0円

事業期 間 (予 定) 着  手 平成 25 年 6 月 1 日 完 了 平成 25′′ノラ1lFi「}｀ ξヽ
t、

15 日

添 付 書 類 ○ 団体の概要説明書 (第 2号様式)

〇 事業計画書 (第 3号様式)

○ 事業の収支予算書 (第 4号様式)
潔 越地′リ

ヨ け1



第2号様式
受付No /

平成25年度  長岡市地域コミュニティ事業補助金申請団体の概要

1.申請団体の概要および申請事業の計画等【公開対象】

※ 個人情報保護の観点から、広く公開してもよいものなら“公開"に、そうでないものは“J卜公開"に○

を付けてください。

※ 2の添付資料(名 簿類・規約類)については、交付審査の際の資料として審査関係者に提示する場
合があります。

あヽ り が な いわだく

団 体 名 岩田区

代 表 者 氏 名 (肩書 :区長 )鷲 頭隆一

設 立 年 月 日 eD・ 平成 30年  4月  1日 構 成 員 数 198人

設  立  目  的

越路町設立にともない、上岩田・下岩田が合併し、岩田区として

地域一切の共同活動等を円滑に運営することを目的とした。

これまでの活動実績

地域の整備のための共同作業

地域の融和を図るため公民館活動各種

過去の補助実績

(該当する場合のみ)

年度 1    補助を受けた制度の名称    1  補助金額 (円 )

添
付
資
料

事 業 計 画 口別添「第3号様式 事業計画書」のとおり

収 支 予 算 等 口別添「第4号様式 事業の収支予算書」のとおり

その他、団体をPR
するパンフレット等

有 ③ ばちらかに○助

2.申請団体の連絡先等【公開(非公開を選択※】

事 務 所 所 在 地 長岡市岩田2831番地 ①・非硼

電 話・FAX番 号 等
毒縄■ o,5R-9,一 ,,68  FAX O,AR一 Q,一 ,,AR ⑬・非鋼
Eメールアドレス

担 当 者 連 絡 先

氏 名 い開・①】
住 所

電話・FAX番号等

添
付
資
料

名簿またはこれに

類するもの
・別添のとおり 闘

:プゆ
規約またはこれに

類するもの
口別添のとおり 訟甲・0】



第3号①様式

業  計

岩田神社山麓を桜とモミジの公園に !事業

事 業 実 施 の 目 的

ヽ
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―
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ノ

性

的

状

題

要

目

現

課

必

―

ヽ

・岩田神社は近在にはない高合にあり、東口南・北を俯敬できる景
勝の地であることから、山麓を整備して公園化したい。

・平成 16年中越地震の被害で神社山麓、斜面は毎年草取り等活
動しているが新たな対策が必要である。

・この一帯を春“秋の祭礼にとどまらず、年中立ち寄つてみたい公
園にすべく必要性がある。

容

ヽ
―
―
―
ノ

内
　
日
所
数
辞

崩
鵬
鳩
舶

業

　

実
実
参
実

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ч

事
"平成 25年 6月 中旬 地面整備工事  5人
菫平成 25年 11月 中旬 桜ロモミジ植付  20人

・場所 岩田神社下、山麓一帯

業

ル

事

一

の

ユ

度

ジ

年

ケ

本

ス

6月 中旬

地面の凸凹の整備、倒木の撤去を行う。
7月 中旬

植付地帯―円にっいて岩田区民有志50人位が出動して草刈り
を行う。

11月 中旬

岩田区民20人くらいで桜、モミジの植付を行う。

地域活性化の波及性
岩田区民が神社に詣でるのは春・秋季大祭と二年詣りに限られるが、
近い将来花見に合わせたイベント各種も計画したい。
それにより、区民老幼男女の憩いの場としたい。

事業の内容は、詳細に記載してください。鰯1紙も可)
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第4号様式

収入の部

事 業 の 収 支 予 算 書
(単位 :円 )

項  目 予算額 内 訳

地域コミfティ事業補助金 (F) 500,000

己

金

自

資

334,000 岩田区一般会計より

特

定

財

源

寄附金

参加費

その他収入金

小  計 (D)

そ の

他

△
口 計 834,000

項  目 予算額 内 訳

補

助

対
象

経
費

重機運搬費 30,000 往復

バックホウ 128,000 山積 (0.2)平積 (0.15)m4日 間@32,000

委託料 66,000 大木 (杉 )伐採・重機補助員  4人 @16,500

諸機材 20,000 チェンソー・油脂 "替刃

樹木代 450,000 桜 20本 モミジ 10本  各@15,000

/1ヽ  言十(C) 694,000

補

助

対

象

外

経

費

樹木植付作業員 140,000 区民延 20人 X@7,000

小  計 (B) 140,000

合  計 (A) 834,000

支出の部 (単位 :円 )

※ 項目欄が不足する場合は、同類の項目をまとめて記入し、細目は別紙に記載してご提出ください。
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【受付No】

【団体名】

【事業名】

平成 25年度地域コミ三ニティ事業補助金

越蕗地域申請分1次審査チエツクポイント

:   1

:岩田区

:岩田神社山麓を桜とモミジの公園に I事業

チェック欄チェック項目

補助対象者の条件を満た しているか

要項の2を参照

補助対象事業となりうるか

要項の3を参照

補助対象経費に誤りはないか

要項の4を参照

補助金の趣旨に合致 しているか

要項の6 選考基準を参照

備考 (気付いた点、 2次審査までに団体に伝えるべき点等)

。この事業では神社地の整備に補助金は交付できないが、神社山麓に神社地は入つてい

ないか。

・重機で整地すると記載されているが、地域住民は係わらないのか。

。今後もここを公園として利用するに所有者の了解が得られているか。

・整備後の公園について、住民がどのように関わつていくか。
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平成25年度

「長岡市地域コミュニティ事業補助金J募集要項

1 制度の極旨

合併後の新市の振興のためにく市内のコミュニティ関係団体が、自ら考え、自ら具体イヒし

ていく事業を実施する場合に、当該団体に補助金を交付します。

‐   2 補助対象者     i
市内で活動を行う自治会、町内会、非営利活動団体その他これらに類する団体であつて、

次のすべてに該当するものとします。

(1)原貝」として規約又は会則を有している団体

(2)原貝」として5人以上の構成員で構成されている団体

(3)政治活動又は宗教活動を目的としない団体

3 補助対象事業

本市の各地域における産業、環境、福祉、文化、スポーツ等の分野において、上記の団体

―   が自主的に行うまちづくり活動に関する事業が対象となります。

なお、継続的な事業も対象としますが、年度ごとに審査し、補助事業を決定するので、続:

けて採択されない場合があります (事業の補助は単年度です)。

また、補助金の交付申請のあった日から平成26年 3月 31日までに実施する事業としま

す。

ただし、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助対象事業となりません。

(1)国、他の地方
/Ak共

的団体、/AN益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受け

ることができる事業

(2)事業の効果が特定の個人等のみに帰属する事業

(3)専ら営利のみを目的とし、/AN益
性を欠<事業

(4)施設の建設又は施設の維持管理を主たる目的とする事業

(5)先進地等視察及び会議、大会等への出席並びに交流が目的の大部分である事業
.     (6)政 治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(7)上記の事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業

4 補助対象経費

補助対象事業に直接要する経費で概ね次のとおりです。

(1)報償費関係 (講師等謝金、調査・研究の謝金等)

(2)旅費関係 (交通費、通行料等)

(3)需用費関係 (印刷製本費、コピー代、―般消耗品、視察等礼品、食材料購入費、燃

料費、各種消耗器材等)

(4)役務費関係 (郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、検査手数料等)

(5)委託料関係 (警備委託料等)

(6)使用料関係 (会場使用料、レンタル機器、レンタカー等の使用料等)

(7)原材料費関係 (会場設営関係資材費、景観・環境美イヒ関係資材費等)

※ 事業所の賃借料や光熱水費など団体そのものの運営にかかる費用は除きます。

また、申請団体メンバーヘの日当等は補助の対象になりません。
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5 補助内審

≪補 助 金 額≫補助対象経費の額から、次の①から③を除いた額の 100分の 80に相当

する額以内。ただし、上限額は50万円とします。

〔][I]][景il]:暑]言入金 〕         :
※補助金の額に干円未満の端数を生 じたときは、その端数は切り捨てます。

≪補助団体数≫長岡地域は2団体程度、中之島、越路、三島、山古志、小国、和島、寺泊、

栃尾、与板、川□地域は各 1団体程度を予定。

6 選考方法

○長岡地域 (本庁)分は、下記のとおり審査を行います。

・応募書類による 1次審査

・審査会での公開プレゼンテーションによる2次審査

○中之島、越路、三島、山古志、小国、不□島、寺泊、栃尾、与板、川□地域 (支所)分は、

下記のとおり審査を行います。

・応募書類による 1次審査

・各地域の地域委員会での/AN開 プレゼンテーシ∃ンによる2次審査

○選者基準は概ね次のとおりです。

●地域活性化の波及性
→事業の実施により、地域の活性化にどのような波及効果が期待できるか。

●事業実現性
→無理のない事業・活動構成であるか。実施体制が整っているか。

●団体および事業の発展性
→今後さまざまな活動に広がる可能性があるか。幅広しヽ活動にしようとする意欲や工

夫があるか。

●独自性・ 先駆性
→地域における知恵と工夫を生かした個性的な内容であり、かつ新しい発想や視点、内

容、方向性があるか。

●継続の必要性 (継続事業の場合のみ )

→事業内容に計画性があるか。継続することで事業の効果が生まれるものか。

7 結果の公表

審査結果は、申込団体代表者に文書で通知するほか、補助金交付団体の名称、補助対象事

業の内容などは市政だよりt市ホームページ等で公表 してい<予定です。

8 事業成果の公表

補助金交付団体には、補助事業終了後、事業実績報告書類を提出していただきます。

また、この補助事業における応募書類、事業報告書類などにより市が知りえた事柄は、こ

の補助事業に必要な範囲において、市が/AN表できるものとします。

なお、補助事業として採択された場合、地域委員会の会議等で事業実施の成果を発表して

いただ<ことがあります。
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9 補助金の返還

次の場合は補助金の全部または一部を返還していただきます。

(1)補助対象となる事業を行えな<なつたとき

(2)相当の理由がなく、補助対象となる事業を大幅に変更したとき

10 申し込み `問い合わせ先

下記の窓□等に備え付けの「申請書」「申請団体の概要」「事業計画書」「収支予算書」に

必要事項を記入し、 4月 1日 (月 )から4月 26日 (金 )までに提出して<ださい。

(必着 )

※「募集要項」「申請書」等は、長岡市ホームページ httpブ /1A/ww.City.nagaoka.nlgatajpト ップペ

ージ「市政」→まちづ<り「地域コミュニティ事業補助金」→「地域コミュニティ事業補助金

について」からダウンロードできます。

応募内容の事前相談や申請書の書き方への質問等については、下記までお気軽におFo5い合せ

ください。

―   ●長岡地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒940-〇 〇62
長岡市大手通 2丁目6番地フェニックス大手イース ト7階 長岡市 地域振興戦略部

電話 0258-39-2260(直 通)             ―

メープしア ドレス gnagaokaOcity.nagaoka]gJp

●中之島地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒954-0192
長岡市中之島788番 地 長岡市中之島支所 地域振興課

電話 0258-61-2010(直 通)

メールア ドレス nknsm一chlkく iヽty.nagaoka.lg.ip          
・

●越路地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒949-5493
V    

長岡市浦715番 地 長岡市越路支所 地域振興課

電話 〇、258-92-5902(直 通)               ‐

メールア ドレス ksi―chlkiOcity.nagaoka.lg.ip

●三島地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒940-2392
長岡市上岩丼 1261番 地 1 長岡市三島支所 地域振興課

電話 0258-42-2242(直 通)

メールア ドレス msrn―ch前kiOcity.n疑韓oka.lg.lo

●山古志地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒947-0204                    .
長岡市山古志竹沢乙461番 地 長岡市山古志支所 地域振興課

電話 0258-59-2328(直 通)

メールアドレス ymks―chlkiOcity.nagaokalg.io
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●小日地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒949-5292
長岡市小国町法坂793番 地 長岡市小国支所 地域振興課

電話  0258-95-5905(直 通)

メールア ドレス ogn―ch‖ ki@city.nagaokang.1。

●和島地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒949-4511
長岡市小島谷3434番 地4 長岡市和島支所 地域振興課

電話 0258-74-3111(代 表)

メールア ドレス wsm―Ch面ki@city.nagaokalg.jp

●寺泊地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒940-2592         '
長岡市寺泊鳥帽子平 1977番 地8 長岡市寺泊支所 地域振興課

電話 0258-75-3111(直 通)

メールア ドレス tr―ch‖ ki@city.nagaoka]g.jo

●栃尾地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒940-0298
長岡市金町 2丁目1番 5号 長岡市栃尾支所 地域振興課

電話 0258-52-5815(直 通 )

メールア ドレス tco―chilki@city.nagaokalg.ip

●与板地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒940-2492
長岡市与板町与板甲 134番地 長岡市与板支所 地域振興課

電話 0258-72-3101(直 通)

メールア ドレス ゾ,chlki@city.nagaoka]g.ip

●川口地域を活動拠点とする団体はこちらヘ

〒949-7592
長岡市東川□1974-26 長岡市川□支所 地域振興課

電話 0258-89-3111(直 通)

メールア ドレス kwg一 ch‖ki@city.nagaokalg.ip

ll 申込み・ 申請から実績報告までのスケジュール

平成 25年 4月 平成 26年 3月

補助対象事業実施

⊂26.3.31ま で)

申請受付

4/1～4/26

(必着)

審
査
会

（支
所
地
域
は

各
地
域
委
員
会
）
で
の

二
次
審
査

事
業
実
績
報
告
提
出

※
事
業
終
了
後
、
十
日
以
内
に

提
出

書
類
に
よ
る

一
次
審
査
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